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令和元年第６回庄原市教育委員会 会議録 

 

１ 日  時   令和元年５月 17日（金） 午後３時 00分開会 

                      午後４時 49分閉会 

 

２ 場  所   庄原市役所 本庁舎５階 第２委員会室 

 

３ 出席委員   教 育 長  牧原 明人 

教育委員  末信 丈夫、横山 和明、立花 有佐 

 

４ 欠席委員   教育委員  神本 久美 

 

５ 出席職員   教育部長 片山祐子 

 教育部教育総務課長 荘川隆則 

 教育部教育指導課長 東直美 

 教育部生涯学習課長 花田譲二 

         教育部教育総務課総務係長 亀山慎也 

 教育部教育指導課学事係長 岡﨑敏朗 

 教育部教育指導課指導係長 横山博之 

 

６ 傍 聴 人   なし 

 

７ 議事日程 日程第１ 教育長報告 

 日程第２ 議案第 23号 庄原市入学祝金支給要綱の一部改正について 

         日程第３ 議案第 24 号 令和２年度に義務教育諸学校で使用する教科用図

   書の採択基本方針について 

 日程第４ 議案第 25号 庄原市奨学金貸付審査会委員の委嘱について 

 日程第５ 議案第 26号 庄原市教育事務評価検討委員の委嘱について 

 日程第６ 議案第 27号 庄原市小中学校評議員の委嘱について 

 日程第７ 議案第 28号 庄原市学校保健会委員の委嘱について 

 日程第８ 議案第 29号 庄原市学校関係者評価委員の委嘱について 

 日程第９ 議案第 30号 庄原市教科用図書採択地区選定委員会委員の 

   委嘱について 

 日程第 10 議案第 31号 庄原市社会教育委員の委嘱について 

 日程第 11 議案第 32号 庄原市図書館協議会委員の委嘱について 

 日程第 12 議案第 33号 庄原市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 日程第 13 議案第 34号 庄原市芸術文化振興審議会委員の委嘱について 
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教育長 

 

教育総務課長 

― 開会 午後３時 00分 ― 

ただ今から令和元年第６回庄原市教育委員会を開会します。会議日程に従いま

して進めます。 

 

日程第１  教育長報告                          

日程第１、教育長報告を行います。今日は３点報告をしたいと思います。 

・教員の働き方改革について 

・学校経営に関する指導事項 

・市政懇談会 

以上３点報告をいたしました。次に教育部長から報告をお願いします。 

・学校適正配置計画の状況について 

・市議会について 

続いて各課からの報告について、まず、教育総務課からお願い致します。 

・学校施設・設備の充実について 

・学校給食の充実について 

・奨学金制度による就学支援について 

・高校教育振興事業への支援 

・入学祝金 

・庄原市立学校適正規模・適正配置基本計画に基づく取組の推進 

・主な会議・行事等 

・確かな学力の定着・向上について 

・体力つくり推進 

・児童・生徒の動向について 

・教職員の動向について 

・研究指定校等について 

・令和元年度運動会・体育祭について 

・主な会議・行事等 

・生涯学習・社会教育の充実 

・芸術・文化の推進 

・スポーツの推進 

・家庭・地域の教育力の向上 

・各種行事等 

 

日程第２  議案第 23号                          

「庄原市入学祝金支給要綱の一部改正について」               

それでは日程第２、議案第 23 号、庄原市入学祝金支給要綱の一部改正について

議題と致します。事務局より議案の説明をお願いします。 

議案第 23号、庄原市入学祝金支給要綱の一部を改正することについて御説明致
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します。まず、議案集で説明する前に、資料 No.１で改正の概要についてまとめ

た資料がございますので、こちらをご覧下さい。 

まず、1の改正の趣旨でございます。第２期持続可能な財政運営プランに基づ

く、歳入確保及び歳出削減等の取扱方針が平成 29年 11 月に策定されております

が、これに基づき、個人に対する給付金は、平成 29年度当初予算を基準とし、

10％の削減を基本に減額をする旨の方針が出されたことも含め、継続した子育て

支援の観点から、出産祝金を含めた総合的な見直しを行うということで、入学祝

金だけで調整するのではなく、出産祝金も含めた中で、この財政運営プランに基

づく削減を図っていこうとしております。もう一つの大きな意味は、継続した子

育て支援の観点ということで、出産祝金を減らし、その一部を入学祝金へという

ような考えもございます。 

２の制度概要、３のこれまでの支給実績については、こちらに記載している通

りでございます。 

４の要綱改正の内容でございます。要綱改正で主に２点記載しておりますが、

まず１点目、（１）目的の見直しです。こちらは第１条ですが、意味合いとして

は、入学を祝い、子育てを継続的に支援することを目的とするということで、現

行は入学を祝福し、入学における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及

び生徒の健全な育成を支援するとしておりますが、改正案では、入学を祝福し以

降のところを削りまして、そのあとすぐ、児童及び生徒の健全な育成を支援する

という形でつないでおります。こちらにつきましては、入学におけるという入学

時のみでだけではなく、在学中も含め、支援をしていこうという意味合いも含

め、この部分を削ることにしており、その下に参考として出産祝金要綱の抜粋を

つけておりますが、こちらの出産祝金のほうも、実は平成 27年に改正する前

は、保護者の経済的負担の軽減という部分が謳われていたのですが、こちらを平

成 27年の改正で削除をしておりますので、入学祝金についてもここは揃えると

いう形で、削除するものでございます。 

２点目の改正部分ですが、入学祝金の額の変更でございます。こちらは第３条

ですが、継続した子育て支援の観点から、出産祝金を今回減額する訳ですが、こ

れの一部を小学校の入学祝金に加えるということで、削減するばかりでなく、小

学校部分を少し手厚くするという形で、継続した子育て支援をしていこうという

ことです。①小学校に入学する児童は現在１人につき２万円ですが、こちらを１

人につき３万円に、また中学校につきましては、現在１人につき３万円ですが、

こちらについては変更なしということで今回の改正を考えております。ちなみに

ここに参考として記載しております、出産祝金の額の変更ですが、出産祝金は、

現在第一子、第二子に出産時に 15万円を支給しておりますが、こちらがそれぞ

れ 10万円に減額、また多子奨励のところもあり、多子世帯の経済的な支援も含

め、第３子以降についての 25万円は、現行と変更なしという形で予定してお

り、こちらも市長部局のほうで要綱改正の手続を今踏まれております。この下に
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教育長 

 

表がございますが、まず現行の１番上の表が現行支給額での必要額ということ

で、令和２年から令和６年の５年間の支給額のトータルで比較をしておりまし

て、現行では５年間で約 2億 2,276 万円必要と考えておりますが、先ほど申し上

げました財政運営プランに基づく、10％削減目標では 2億 48 万 4,000 円に減額

しなくてはいけないということで、そういったことも踏まえて、今回の改正を行

った試算をしたところ、１番下の表で、５年間で１億 9,924 万円ということで、

ほぼ 10％削減をした値になるということで、持続可能な財政運営プランに基づく

目標を達成できるのではないかというところも含んでおります。施行期日が令和

２年４月１日からということで、特に出産祝金ですが、現在妊娠されている方、

これから妊娠される方がおられますので、早めに周知を図るということで、６月

の広報で周知するための早い時期での要綱改正を行います。 

６の今後のスケジュールでございますが、本日の教育委員会議で要綱改正を可

決いただけましたら、順番が逆になっておりますが、教育委員会議の方へは事前

にこういった案を審議しておりますということを議長、委員長には報告をしてお

きますので、特に調査会の予定がなくなったのですが、最終的に６月の上旬の広

報しょうばらでそういった制度改正について周知を図っていこうというスケジュ

ールになっております。 

それでは、議案集へ戻って頂き、議案１ページです。本案は、小中学校への入

学を祝福し、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生

徒の健全な育成を支援することを目的として支給をしております入学祝金につい

て、主要な事項を定めた本要綱について、提案理由にもあります通り、支給額の

見直しを行うために所要の改正を行おうとするものであり、関係例規に基づき、

教育委員会の議決をお願いするものでございます。それでは、改正内容について

新旧対照表で説明しますので、２ページをご覧下さい。まず、入学祝金の目的を

定めております、第１条におきまして、「入学時における家庭の経済的負担を軽

減するとともに」というところを削除しております。これは先ほど申し上げまし

たが、継続した子育て支援の観点から、入学時に限定せず、小中学校在学中の支

援を考慮して削除するものであり、出産祝金についても、前回の改正の際に削除

をしており、出産祝金との趣旨を揃えるものでございます。次に、入学祝金の額

を定めております、第３条第１項において、第１号で小学校に入学する児童の入

学祝金の額を１人につき２万円を３万円に改めております。また、第２号、中学

校に入学する生徒については現行のままで額の変更はございません。附則といた

しまして、改正要綱は令和２年４月１日から施行することとしております。ま

た、経過措置として、令和２年３月 31日以前に決定した支給については、従前

の例によるとしているところです。説明は以上でございます。御審議の程よろし

くお願い致します。 

本件について何か質疑がありますでしょうか。 

それでは議案第 23号について採決を行います。賛成される委員は挙手をお願い
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いたします。 

（全員挙手） 

賛成全員ですので、議案第 23号は可決されました。 

 

日程第３  議案第 24号                          

「令和２年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択基本方針について」 

続いて、日程第３、議案第 24号、令和２年度に義務教育諸学校で使用する教科

用図書の採択基本方針について議題と致します。事務局より議案の説明をお願い

します。 

議案第 24号、令和２年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択基本方

針についてです。最下段の提案理由にありますように、本年度は教科用図書採択

の年になっておりますので、採択基本方針を定めるに当たり、教育委員会の承認

を求めるものでございます。具体的には４ページ、５ページをご覧下さい。そち

らに本市の採択基本方針をお示ししております。この基本方針については、県が

示している基本方針を参考に、本市用に作成をしているものでございます。 

１採択基本方針、（１）採択の基本については、観点等も含め、県のものを参考

に、同じ観点となるようにしております。また、５ページの２方法、組織及び手

続きにありますように、今年度は（１）小学校の教科用図書全教科、それから

（２）中学校の教科用図書、道徳を除くものの採択を行います。 

また、（２）中学校用教科用図書については、再来年度が新しい学習指導要領の

全面実施ということになりますので、来年度のみ使う教科書を採択するというこ

とで、今採択をしている 27年度採択における調査研究の内容等を活用するとい

うことで、中学校については、基本的には現在使っているものを採択するような

方向で考えていきます。（２）中学校の道徳につきましては、昨年度採択し本年

度から新しい教科用図書を使用しておりますので、そのものを来年度も使用する

ようにしております。以上、採択基本方針について、ご説明致しました。どうぞ

よろしくお願い致します。 

ただいまの説明につきまして、何か質疑がございますか。 

私からですが、昨年度と違う点があると思います。特別支援学級のことについ

て、第１項が改正されていたと思いますが、その説明をお願いします。 

５ページの（３）改正学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書に

ついてということで、ここはいわゆる特別支援学級で使用している一般図書等に

ついてのことですが、昨年度まではここが附則第９条の規定によるとなっており

ました。現在は、第１項が加わっているのですが、これにつきましては、いろい

ろな教科書でデジタル教科書等が示されたりしております。特別支援学級で使う

図書につきましても、デジタル教科書というものが出てきているということもあ

り、第１項については今までと同じ規定とし、第２項を新しく追加し、デジタル

教科書等のことについて規定をしており、第２項がここに加わりました。それ
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で、今年度は第１項の規定によるという言葉が追加になっており、そこが昨年度

と文言が違っておりますが、内容としては変わっておりません。 

いかがでしょうか。その他よろしいですか。 

県のものを参考にしているということでしたが、庄原独自の内容のものはない

のですか。 

独自というものはありません。市教育委員会はというような文言にしています

が、内容的には県のものと変わりません。 

その他どうでしょうか。 

なければ議案第 24号について採決を行います。賛成される委員は挙手をお願い

致します。 

（全員挙手） 

賛成全員ですので、議案第 24号は承認されました。 

 

日程第４ 議案第 25号                     （非公開） 

「庄原市奨学金貸付審査会委員の委嘱について」                

 

日程第５  議案第 26号                    （非公開） 

「庄原市教育事務評価検討委員の委嘱について」               

 

日程第６  議案第 27号                    （非公開） 

「庄原市小中学校評議員の委嘱について」                  

 

日程第７  議案第 28号                    （非公開） 

「庄原市学校保健会委員の委嘱について」                  

 

日程第８  議案第 29号                    （非公開） 

「庄原市学校関係者評価委員の委嘱について」                

 

日程第９  議案第 30号                    （非公開） 

「庄原市教科用図書採択地区選定委員会委員の委嘱について」          

 

日程第 10  議案第 31号                    （非公開） 

「庄原市社会教育委員の委嘱について」                   

 

日程第 11  議案第 32号                    （非公開） 

「庄原市図書館協議会委員の委嘱について」                 

 

日程第 12  議案第 33号                    （非公開） 
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教育長 

 

「庄原市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」              

 

日程第 13  議案第 34号                    （非公開） 

「庄原市芸術文化振興審議会委員の委嘱について」              

 

日程第 14  個別報告及び協議事項 なし                  

 

以上を持ちまして、令和元年第６回教育委員会を閉会します。 

 

― 閉会 午後 4時 49 分 ― 

 

 


